
件
名 保

険
業
法
施
行
規
則
第
八
十
六
条
及
び
第
八
十
七
条
等
の
規
定
に
基
づ
き
保
険
金
等
の
支
払
能
力
に
相
当
す
る
額
及
び
通
常

の
予
測
を
超
え
る
危
険
に
相
当
す
る
額
の
計
算
方
法
等
を
定
め
る
件
に
規
定
す
る
金
融
庁
長
官
が
別
に
定
め
る
格
付
機
関
及

び
適
格
格
付
機
関
の
格
付
に
対
応
す
る
も
の
と
し
て
別
に
定
め
る
区
分
を
定
め
る
件
の
一
部
を
改
正
す
る
件 



- 1 -

○
金
融
庁
告
示
第

号

保
険
業
法
施
行
規
則
（
平
成
八
年
大
蔵
省
令
第
五
号
）
の
規
定
に
基
づ
き
、
保
険
業
法
施
行
規
則
第
八
十
六
条
及
び
第
八
十

七
条
等
の
規
定
に
基
づ
き
保
険
金
等
の
支
払
能
力
に
相
当
す
る
額
及
び
通
常
の
予
測
を
超
え
る
危
険
に
相
当
す
る
額
の
計
算
方

法
等
を
定
め
る
件
に
規
定
す
る
金
融
庁
長
官
が
別
に
定
め
る
格
付
機
関
及
び
適
格
格
付
機
関
の
格
付
に
対
応
す
る
も
の
と
し
て

別
に
定
め
る
区
分
を
定
め
る
件
（
令
和
七
年
金
融
庁
告
示
第
七
十
七
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
し
、
令
和
八
年
三
月
三

十
一
日
か
ら
適
用
す
る
。

令
和
八
年

月

日

金
融
庁
長
官

伊
藤

豊

次
の
表
に
よ
り
、
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
破
線
で
囲
ん
だ
部
分
を
こ
れ
に
対
応
す
る
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
破
線

で
囲
ん
だ
部
分
の
よ
う
に
改
め
、
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
そ
の
標
記
部
分
に
二
重
傍
線
を
付
し
た
号
を
加
え
る
。
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改 正 後  改 正 前  
   

（適格格付機関） 

第二条 ソルベンシー・マージン比率告示第一条第六号に規定する

金融庁長官が別に定める格付機関（以下「適格格付機関」という

。）は、次に掲げる格付機関とする。 

［一～五 略］ 

六 ＤＢＲＳ 

七 ＡＭ Ｂｅｓｔ 

 

（適格格付機関の格付と格付区分との対応関係） 

第三条 ソルベンシー・マージン比率告示第一条第七号に規定する

適格格付機関の格付に対応するものとして金融庁長官が別に定め

る区分（以下「格付区分」という。）は、次の各号に掲げる格付

の種類に応じ、当該各号の表に定めるとおりとする。ただし、債

務者が格付の付与された債務を履行しないときは、当該格付を付

与された債務の格付に対応する格付区分は、当該各号の規定にか

かわらず、債務不履行状態とする。 

一 個別格付又は債務者信用力格付 

（適格格付機関） 

第二条 ［同左］ 

 

 

［一～五 同左］ 

［号を加える。］ 

［号を加える。］ 

 

（適格格付機関の格付と格付区分との対応関係） 

第三条 ［同左］ 

 

 

 

 

 

 

一 ［同左］ 
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格

付

区

分 

株 式

会 社

格 付

投 資

情 報

セ ン

タ ー 

株 式

会 社

日 本

格 付

研 究

所 

ム ー

デ ィ

ー ズ

・ イ

ン ベ

ス タ

ー ズ

・ サ

ー ビ

ス 

Ｓ ＆

Ｐ グ

ロ ー

バ ル

・ レ

ー テ

ィ ン

グ 

フ ィ

ッ チ

・ レ

ー テ

ィ ン

グ ス 

Ｄ Ｂ

Ｒ Ｓ 

Ａ Ｍ 

Ｂ ｅ

ｓ ｔ 

１ AAA AAA Aaa AAA AAA AAA aaa 

２ AA AA Aa AA AA AA aa 

３ A A A A A A a 

４ BBB BBB Baa BBB BBB BBB bbb 

５ BB BB Ba BB BB BB bb 

６ B B B B B B b 

７ CCC 以

下 

CCC 以

下 

Caa 以

下 

CCC 以

下 

CCC 以

下 

CCC 以

下 

ccc 以

下 
 

格付

区分 

株式会社

格付投資

情報セン

ター 

株式会社

日本格付

研究所 

ムーディ

ーズ・イ

ンベスタ

ーズ・サ

ービス 

Ｓ＆Ｐグ

ローバル

・レーテ

ィング 

フィッチ

・レーテ

ィングス 

１ AAA AAA Aaa AAA AAA 

２ AA AA Aa AA AA 

３ A A A A A 

４ BBB BBB Baa BBB BBB 

５ BB BB Ba BB BB 

６ B B B B B 

７ CCC 以下 CCC 以下 Caa 以下 CCC 以下 CCC 以下 

 

二 短期格付 二 ［同左］ 

格

付

区

分 

株 式

会 社

格 付

投 資

情 報

セ ン

タ ー 

株 式

会 社

日 本

格 付

研 究

所 

ム ー

デ ィ

ー ズ

・ イ

ン ベ

ス タ

ー ズ

・ サ

ー ビ

ス 

Ｓ ＆

Ｐ グ

ロ ー

バ ル

・ レ

ー テ

ィ ン

グ  

フ ィ

ッ チ

・ レ

ー テ

ィ ン

グ ス 

Ｄ Ｂ

Ｒ Ｓ 

Ａ Ｍ 

Ｂ ｅ

ｓ ｔ 

１        

２ a-1 J-1 P-1 A-1 F1 R-1 AMB-

1+ 

格付

区分 

株式会社

格付投資

情報セン

ター 

株式会社

日本格付

研究所 

ムーディ

ーズ・イ

ンベスタ

ーズ・サ

ービス 

Ｓ＆Ｐグ

ローバル

・レーテ

ィング 

フィッチ

・レーテ

ィングス 

１      

２ a-1 J-1 P-1 A-1 F1 

３ a-2 J-2 P-2 A-2 F2 

４ a-3 J-3 P-3 A-3 F3 

５      

６ b NJ NP B B 

７ c D  C 以下 C 以下 

 

 

 



 

 

-
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３ a-2 J-2 P-2 A-2 F2 R-2 AMB-1 

４ a-3 J-3 P-3 A-3 F3 R-3 AMB-2

、

AMB-3 

５       AMB-4 

６ b NJ NP B B R-4  

７ c D  C 以下 C 以下 R-5 以

下 

 

 

三 財務力格付 三 ［同左］ 

格

付

区

分 

株 式

会 社

格 付

投 資

情 報

セ ン

タ ー 

株 式

会 社

日 本

格 付

研 究

所 

ム ー

デ ィ

ー ズ

・ イ

ン ベ

ス タ

ー ズ

・ サ

ー ビ

ス 

Ｓ ＆

Ｐ グ

ロ ー

バ ル

・ レ

ー テ

ィ ン

グ 

フ ィ

ッ チ

・ レ

ー テ

ィ ン

グ ス 

Ｄ Ｂ

Ｒ Ｓ 

Ａ Ｍ 

Ｂ ｅ

ｓ ｔ 

１ AAA AAA Aaa AAA AAA AAA  

２ AA AA Aa AA AA AA A+ 

３ A A A A A A A 

４ BBB BBB Baa BBB BBB BBB B+ 

５ BB BB Ba BB BB BB B 

６ B B B B B B C+ 

７ CCC 以

下 

CCC 以

下 

Caa 以

下 

CCC 以

下 

CCC 以

下 

CCC 以

下 

C 以下 

 

格付

区分 

株式会社

格付投資

情報セン

ター 

株式会社

日本格付

研究所 

ムーディ

ーズ・イ

ンベスタ

ーズ・サ

ービス 

Ｓ＆Ｐグ

ローバル

・レーテ

ィング 

フィッチ

・レーテ

ィングス 

１ AAA AAA Aaa AAA AAA 

２ AA AA Aa AA AA 

３ A A A A A 

４ BBB BBB Baa BBB BBB 

５ BB BB Ba BB BB 

６ B B B B B 

７ CCC 以下 CCC 以下 Caa 以下 CCC 以下 CCC 以下 
 

備 考 表 中 の ［ ］ の 記 載 は 注 記 で あ る 。  

 


